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１　特別用途地区

●特別用途地区の概要

　　特別用途地区とは、地域の特性に応じた特別の目

　的から、特定の建物の用途を誘導したり、環境の保

　護を図ったりするために、建築物の用途の制限を強

　化または緩和する制度である。既存の用途地域の制

　度を補完するものであり、都市計画で種類や区域を

　定め、具体的な制限内容は市の条例で定める。特別

　用途地区の種類・目的については、各自治体で定め

　ることができる。

　

●事例紹介

　＜職住共存特別用途地区＞

　　　平成１５年４月から条例を施行。

　　　

　　

　＜京都市内の例＞

　　○職住共存特別用途地区など　
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２　優良再開発建築物整備促進事業

　個別で建て替えるには、形状が悪い土地または

面積が狭い土地において、みんなで集まって共同

で建て替える場合に適用。

　みなさんが土地を有効活用しようとする場合に、

国と市が事業費の一部を補助することにより、市

街地環境の整備を図る事業。

●優良再開発建築物整備促進事業とは？

●補助の内容

事業費のうち、以下の費用が補助対象となる。

補助率は２／３。

　・調査設計計画費　　　・土地整備費

　・共同施設整備費

＜イメージ図＞

①２人以上の地権者等が、敷地の共同利用と併せて行　

　うこと。

②敷地の位置が防火地域又は準防火地域内にあること。

③施行区域の面積（隣接道路の中心線で囲まれた面積）

　が原則として1,000㎡以上であること。

④200㎡未満または不整形な敷地が一つ以上あること。

⑤敷地内に一定規模以上の空地と公開空地を確保するこ

　と。

⑥地階を除く階数が３以上の耐火建築物であること。等

●採択用件

＜例えば＞

　　御池通は広幅員であるた

　め、道路の中心線で囲まれ

　た面積が大きい。

　　よって、左図のように敷

　地面積の合計が比較的小さ

　くても、採択用件を満たす

　場合が考えられる。

　（左図網掛けが施行区域）
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３　空き店舗情報

　京都府と中小企業庁の補助金により、（財）京都産業２
１センターが運営する京都小売商業支援センターが空き店
舗の情報提供を行っている。

●京の空き店舗情報

○　支援センターが独自に収集した府内の空店舗情報を提供。

○　空店舗情報は常時２００件以上。

○　インターネットで情報の検索や登録が可能。

○　支援センター内のファイルはいつでも自由に閲覧可能。

○　情報の検索または登録費用等は一切不要。

○　希望する物件が見つからない時や空店舗を貸したい時も、
　　右図に示した要領で物件を検索又は登録できる。

・詳細ついては、支援センターのホームページに掲載。また、支
　援センターのホームぺージへは、京都市役所商業振興課及び都
　市づくり推進課のホームページからもアクセスできる。

　京都小売商業支援センター

　www.joho-kyoto.or.jp/~retail/akiten/

　京都市役所商業振興課　

　w w w.city.kyoto.jp/sankan/shogyo/

　京都市役所都市づくり推進課

　w w w.city.kyoto.jp/tokei/todu/index.htm

（運営）

（内容）

店舗を出店したい時店舗を出店したい時 空き物件を貸したい時空き物件を貸したい時

①　希望する物件を探す

②　希望する物件がない時はイ
　　ンターネットに条件入力

③　支援センターが物件条件を
　　不動産業者等に送付

④　条件に合う物件があれば不
　　動産業者等から直接連絡

⑤　交渉・出店準備

⑥　　　　開店

①　物件の関連資料を登録

②　支援センターが資料を公開

③　借りたい人から直接連絡

④　　　　交渉

⑥　　　　契約

＜＜仕組みのイメージ仕組みのイメージ＞＞
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４　１階店舗事例写真１

表参道
（東京都渋谷区）

御堂筋
（大阪市）

４



４　１階店舗事例写真２

京町筋
（神戸市）

定禅寺通
（仙台市）
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５　京都御池中学校の状況

　京都御池中学校の新校舎は、平成１８年４月開

校予定であり、校舎・グラウンドの面積を最大限

確保した上で、敷地の有効活用、教育・福祉の充

実、都心部の活性化、御池シンボルロードのコン

セプトの実現等に寄与するため、中学校、公共施

設及び賑わい施設等を複合化する。

　　

●中学校施設の概要

　①グラウンドは、敷地東側に約５,０００㎡程度
　を確保。

②中学校施設（延べ床面積）は、中京区内の児

　童・生徒数の将来を見据え、約１０,０００㎡
　を目途に確保。

　※中学校の施設規模・内容等については、学校

　　や保護者等の意見を踏まえて検討する。

●複合する施設

　◎高齢者福祉施設：老人デイサービスセンター、

　　　　　　　　　在宅介護支援センター

◎児童福祉施設　：保育所

◎オフィススペース：市役所等の執務スペース　

　　　　　（将来、教室等への転用が可能なもの）

◎備蓄 倉庫：市内中心部の拠点備蓄倉庫

◎賑わい施設：○民間による運営を基本　　　　

　　　　　　　○御池通に面した部分への商業施

　　　　　　　　設の誘致や文化施設等を設置　

　　　　　　　○御池シンボルロードのコンセプ

　　　　　　　　トでもある「賑わい」のイメー

　　　　　　　　ジを具体化する施設

　　　　　　　○規模・機能などについては民間
　　　　　　　　事業者による意見を受けて、平
　　　　　　　　成１５年１０月頃までに決定す
　　　　　　　　る。

●民間活力の導入

　施設の設計、建設、維持管理及び運営に民間

事業者の資金やノウハウを活用するPFI手法を
導入する。

●京都御池中学校

６



６　城巽中学校跡地の状況

　平成１５年９月８日に行われた京都市議会にお

いて、市教育委員会は、現在、西京区にある市立

音楽高校を平成１８年４月以降、中京区の城巽中

学校跡地に移転する計画を具体的に検討していく

ことを公表した。

　　

●移転計画検討までの経緯

　

●市立音楽高校の移転具体化の検討

７

●現況

　城巽中学校跡地は現在、京都御池中学校が使用

しているが、同校は平成１８年４月に新校舎に移

転を予定している。跡地利用については地元が市

立音楽高校の移転の要望書を市教育委員会に提出

していた。　　

●市立音楽高校の概要

昭和２３年　堀川高校音楽課程としてスタート

昭和５５年　西京区に移転

平成　９年　市立音楽高校に名称変更

平成１５年　中京区への移転計画検討

　市教育委員会が、城巽中学校跡地に

市立音楽高校の移転の具体化を検討す

ることを公表。

平成１５年

　　　９月

　地元が城巽中学校跡地に市立音楽高

校の移転要望書を市教育委員会に提出。

　　１０月

　市立音楽高校が、市内中心部の交通

の便の良い場所への移転が必要とする

などの将来構想案を市教育委員会に提

出。

平成１４年

　　　１月



７　イベント事例写真１

オープンカフェ

左：御堂筋（大阪市）

右：大小路シンボル

　　ロード（堺市）

　市のイベント

　　京の朝市

（京都市：平安神宮）

８



７　イベント事例写真２

灯りでむすぶ　　

姉小路界隈

　光のイベント

　京都・花灯路

（京都市：ねねの道）

９



８　草花管理協定の事例

２　趣旨

○行政と市民とのパートナーシップにより、街路　
　　　の花植えとその管理や清掃活動を通じて、地域　
　　　を美しくする。

　　○花植えとその管理や清掃活動を通じ、地域のコ　
　　　ミュニティーの活性化を図る。

　

　市内における下記の道路（歩道敷）で、京都市が

場所を提供し、任意団体や学校等が草花を植え管理

する試みが実施されている。

○塩小路通（京都駅前）　○北山通及び下鴨中通

○押小路通（中京中学校前）

４　事例紹介：塩小路通（京都駅前）

　　　新京都駅頭会（商店街）が、「下京町衆フォーラ
　　ム」・花いっぱいのまちづくりイベントとの連携や京
　　都駅からの人の流れを商店街に導くために、植樹帯に
　　草花を植えたいと申し出があり、京都市との間で覚書
　　を締結。

＜草花の維持・管理について＞

・新京都駅頭会（商店街）が、花植え、水遣り、草抜き、
　清掃等を実施。

１　現状

中京中学校前

＜本事例の開始期間について＞
・平成１４年６月～

３　概要

○管理計画書を市に提出、協議。

○任意団体等と市の間で覚書を締結

＜例＞

塩小路通
花壇植栽箇所

烏
丸
通

花壇植栽箇所

東
洞
院
通

京都駅前 １０



９　まちの美化推進住民協定

●制度の概要

　地域住民の皆様が自主的にまちの美化を図る取組を行うた
めに、相当数の合意による協定を締結された場合に、本市が
別に定める基準に照らして適当と認定するとき、３年間にわ
たり、様々な支援を行う。

○協定内容（例）

　・定期清掃の実施

　・ごみの分別回収の推進

　・不法投棄を許さない環境づくりの推進

○支援内容（例）

　・手袋及びごみ袋の給付

　・火ばさみ、ほうき及びちりとりの貸与

　・回収容器の貸与

　・啓発看板の給付

　・一斉清掃後のごみの回収

　・助言者の派遣

　・その他、地域住民のアイデアによる美化推進策

　なお、支援の内容に関しては、具体的に協議させていただく。

○美化推進条例

　　・御池通は、美化推進強化区域に指定されている。　

　　・それに伴い、ごみ箱と啓発看板を設置している。　

　　（写真参照）

○道路清掃

　　・道路については、路面清掃を適宜行っている。

　　・歩道及び植栽帯については、人力清掃を適宜行っ　
　　　ている。

●趣旨
　本市では、市民、事業者及び行政が一体となってまち
の美化の推進を図るため、「まちの美化推進住民協定に
対する支援」を制度化している。

　市民の皆様には、積極的に「まちの美化推進住民協定」
を締結されて、この支援制度を活用していただきたいと
考えており、市民の皆様の取組とこの支援制度を通じて、
住み続けたくなるまちづくりを目指す。

○協定締結の範囲、締結者数等：

　（１）原則として、町内会、商店街等の範囲

　（２）町内、商店街等の相当数の方と締結

●状況

１１



　１０　「御池シンボルロードのまちづくり」ホームページ

ホーム＞ようこそ京都市へ＞京都市の組織＞都市計画局＞都市づくり推進課＞御池シンボルロードのまちづくり

「御池シンボルロードのまちづくり」の取組について

～　新たなにぎわいの創出及び更なる景観の向上に向けて　～

京の空店舗情報(無料で物件情報の閲覧や登録が可能）
京都市役所から見た御池通（ライブカメラ）

　御池沿道関係者協議会ニュース（第１号　第２号　第３号　第４号第５号　第６号 第７号）

「御池沿道関係者協議会」とは何？　詳細はこちら

第１回協議会（平成１４年１０月２４日）資料　参考資料 議事摘録
第２回協議会（平成１５年１月２４日）資料　参考資料議事摘録
第１回景観形成部会（平成１５年３月１１日）資料　参考資料議事摘録
第１回にぎわいづくり部会（平成１５年３月２８日）資料　参考資料議事摘録

　第２回にぎわいづくり部会（平成１５年６月４日）資料　参考資料 アンケート集計表　議事摘録
　第２回景観形成部会（平成１５年７月２日）資料　参考資料アンケート集計表　自由意見集

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都市都市計画局都市企画部都市づくり推進課
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話　：０７５－２２２－３５０３
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX　：０７５－２２２－３４７２

京都市役所都市づくり推進課のホームページ（http://www.city.kyoto.jp/tokei/todu/index.htm）

に今までの取組が公開されています。
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